
    

市  民  公  開  講  座 

と き   ６月１１日（土） 

  １４：００～１７：００   

  （14：00 市民公開講座 16：00 総会）  

ところ 

   2022年度 広島自治体問題研究所 定期総会 

講   師 

主催： 広島自治体問題研究所 〒730-0051 広島市中区大手町5-16-18 ℡082－241－1713 FAX 082－298－2304  Email  hjitiken@urban.ne.jp 

   

市民公開講座の内容 

田村 和之     広島県健康福祉センター ２F 総合研修室 
   広島市南区皆実町１丁目６−２９  

広島大学 名誉教授  

資料代 500円 

学生 200円 

（会員は無料） 

ホームページ：広島自治体問題研究所で検索 

 「黒い雨」裁判の広島高裁判決は、原

告８４人全員を被爆者援護法１条３号の

被爆者に該当すると認め、被爆者健康手

帳の交付を命じた。広島県、広島市及び

訴訟参加した厚生労働大臣は上告を断念

し、この判決は確定した。  

 広島原爆で「黒い雨」に遭った者は、こ

の裁判の原告だけでない。広島県は同様

の「黒い雨」被爆者は約１万３０００人

に及ぶと推定している。長崎原爆で「同

じような事情にあった」者も、相当の数

に及ぶと推測される。これらの人たち

に、すみやかに被爆者健康手帳が交付さ

れなければならない。4月1日からの新た

な広島「黒い雨」被爆者への「審査指

針」の問題点を考える。 

広島県健康福祉センター 

遠隔地の皆様は Zoomオンライン参加可 

ミーティングID: 871 3671 9235 

パスコード: 129453 




